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京都市立二条中学校　
４月号ー１
令和　６年　4月　８日（月）　
Ｅメールアドレスnijo-c@edu.city.kyoto.jp


　 本日の始業式をもって、令和7年度の二条中学校教育活動がスタートしました。今年度、学校教育目標を『夢の実現のため、互いを認め合いながら、課題解決に向けて自ら学び、挑戦できる生徒の育成』と設定いたしました。この学校教育目標の実現に向け、生徒を支え、導き、自立に向け後押しする教育を進めてまいります。今年度もよろしくお願いいたします。なお、学校経営方針につきましては、学校ホームページ（https://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=200905）よりご確認ください。
３月末に離任式を行い、転出された教職員に替わり、新たなメンバーを得て令和７年度を迎えました。今年度の教職員の体制については次号でお知らせいたします。
本日の始業式において、学校教育目標で目指しているもの、生徒のみなさんへの期待、などについて話をいたしました。先行きが不安な時代、予測不能なことが起こっている世界情勢を見ると、これからの社会で生きていく子どもたちには、課題に対して習得した知識や技能を活用して解決する課題解決力や、相手意識も働かせながら伝えることができる表現力が、不可欠だと考えております。望ましい自己の在り方について考え、その方向に向かって自ら歩み、徐々に自立へと導くことができるよう、教職員一同取り組んでまいります。保護者の皆様にも、上記の趣旨をご理解いただき、支え、見守っていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
　
	「就学援助」及び「総合育成支援教育就学奨励費」制度のお知らせ
京都市では、お子さんが市立小・中学校へ就学するにあたり、経済的な理由によりお困りの保護者に対し、学用品費や給食費などを援助する就学援助制度を設けています。

※　新１年生で入学前に申込みをされた方は、再度申し込む必要はありません。

※　様々なご事情により家計が急変する等、経済的な理由でお困りの場合は、収入状況の悪化がわかるものをご提出いただくこと等により認定できる場合がある臨時措置を設けています。まずは、学校にご相談ください。

また、育成学級に在籍しているお子さんのご家庭や、普通学級に在籍し、総合支援学校に通う程度の障害があるお子さんのご家庭に対し、学用品費等の一部を補助する総合育成支援教育就学奨励費制度も設けています。

申込みの手続きやご相談・ご質問がある方は学校までお申し出ください。




保護者連絡ツール「すぐーる」について





　今年度も保護者連絡ツール「すぐーる」を活用いたします。年次切換え処理のため、新学級での名簿の反映が、4月14日（月）に完了する予定です。本校からのすぐーる配信については、4月14日（月）より開始いたします。それまでは紙文書で配布、周知をさせていただきます。期間中、ご不便をおかけしますがご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。（欠席連絡につきましては、旧学年・旧クラスでのすぐーる連絡が可能です。）








